
 
 令和２年９月23日 

 

電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集 

 

総務省は、電波法第102条の11（基準不適合設備に関する勧告等）の改正に伴い、電波

法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、令和２年９月24日（木）から同

年10月26日（月）までの間、以下の要領で意見を募集します。 

 

 

１ 背景及び概要 

近年のインターネットショッピングの発展等により、技術基準に適合しない無線設備

の流通が拡大し、適正に運用されている無線局等の通信に重大な悪影響が及ぶおそれが

高まっており、電波有効利用成長戦略懇談会令和元年度フォローアップ会合において

は、電波法第102条の11（基準不適合設備に関する勧告等）の改正等に係る提言が行わ

れました。 

このような背景を踏まえ、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高め

るため、令和２年度の電波法改正により、無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧

告・命令の発動要件が緩和されました。 

改正された電波法第102条の11第４項において「適正な運用の確保が必要な無線局」

を省令で定めるとされていることから、今般、その施行に合わせ電波法施行規則の一部

を改正する省令案を作成しましたので、意見を募集します。 

 

２ 意見募集対象及び意見公募要領等 

（１） 意見募集対象 

電波法施行規則の一部を改正する省令案（別紙１） 

 

（２） 意見提出期間 

令和２年９月２４日(木)から同年１０月２６日(月)まで（必着） 

（郵送の場合は、締切日の消印まで有効。） 

 

（３） 意見公募の要領 

意見公募要領（別紙２）のとおり 

 

３ 意見提出上の留意点 

提出いただいた意見書のうち、意見、提出者の氏名（法人等にあってはその名称）、

その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。 

また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願いま

す。 

 

４ 今後の予定 

意見募集の結果を踏まえて、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく

予定です。 

  

５ 資料の入手方法 

別紙資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov]（https://www.e-gov.go.jp/）の「パ

ブリックコメント」欄にも掲載します。 

 

 



【参考】 

電波法改正における規制の事前評価書「技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等

に関する制度の整備」（令和２年２月６日公表） 

 

＜公表 HP＞ 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisakuhyouka/jizenhyouka.html  

 

 

連絡先 

総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室 

 川崎補佐、太田係長 

 電話：03-5253-5912 

 FAX： 03-5253-5915 

 E-mail：kanshi_atmark_ml.soumu.go.jp 

※  スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と

して表示しております。送信の際には、「@」に変

更してください。  

 

 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisakuhyouka/jizenhyouka.html

